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更新申請時における診断書の提出が
2年に1度になります

（平成22年4月1日より）

自立支援医療費（精神通院）受給者証をお持ちの皆様へ

東京都立中部総合精神保健福祉センター　TEL. 03-3302-7871

ご不明な点がございましたら、お住まいの受付担当窓口または下記までご連絡ください。

東京都福祉保健局

自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の
有効期間終了日を合わせることができます

自立
支援医

療（精神通
院医療）の申請手続きが変わります


